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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第111期

第２四半期
連結累計期間

第112期
第２四半期
連結累計期間

第111期

会計期間

自 2020年
　 ４月１日
至 2020年
　 ９月30日

自 2021年
　 ４月１日
至 2021年
　 ９月30日

自 2020年
　 ４月１日
至 2021年
　 ３月31日

売上高 (百万円) 88,472 102,518 193,399

経常利益 (百万円) 3,982 9,156 11,026

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 3,090 6,624 8,706

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 2,320 10,828 14,822

純資産額 (百万円) 176,105 196,613 187,494

総資産額 (百万円) 289,474 318,168 307,332

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 83.49 178.96 235.23

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 60.3 61.2 60.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 10,090 10,632 27,890

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,202 △3,487 △9,560

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 377 △2,528 △4,354

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 37,213 51,352 46,084

回次
第111期

第２四半期
連結会計期間

第112期
第２四半期
連結会計期間

会計期間

自 2020年
　 ７月１日
至 2020年
　 ９月30日

自 2021年
　 ７月１日
至 2021年
　 ９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 50.75 86.05

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお

りません。

３ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第２四半期連結累計期間および当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等

については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。

また、セグメントに係る主要な関係会社の異動は次のとおりであります。

(マテハン)

第１四半期連結会計期間において、Central Industrial, LLCを設立したため、連結の範囲に含めております。

なお、第１四半期連結会計期間において、報告セグメントの区分および名称を変更しております。詳細は、「第

４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等） セグメント情報」の「２．報告セグ

メントの変更等に関する事項」をご参照ください。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認

識している主要なリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要

な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

第１四半期連結会計期間より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用

しております。

(1) 経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間（2021年４月１日～９月30日）における当社グループの事業環境は、新型コロナウイ

ルス感染症の世界的な流行により厳しい状況が続いておりましたが、各国の経済政策や先進国を中心としたワクチ

ン接種の進展などにより概ね回復傾向となりました。

中国においては景気の回復スピードが鈍化しましたが、米国や欧州では政府の経済対策等により回復傾向となり

ました。

わが国においても、各種政策や海外経済の改善などにより景気は回復傾向であるものの、新型コロナウイルスの

感染再拡大による経済活動の制限、半導体不足、材料価格の高騰など、先行き不透明な状況が続いております。

このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の受注高は113,182百万円（前年同期比32.0％増）、売上高は

102,518百万円（同15.9％増）となりました。

損益につきましては、営業利益は8,185百万円（同169.0％増）、経常利益は9,156百万円（同129.9％増）、親会

社株主に帰属する四半期純利益は6,624百万円（同114.4％増）となりました。

当社グループは、新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めるとともに、「長期ビジョン2030」に掲げた「2030

年のありたい姿」の実現に向けて、「Linked Automation テクノロジー」により、社会課題解決への貢献を目指し

ております。

また、本年度よりスタートさせた「中期経営計画2025」の達成に向けて、既存事業での収益力強化と持続的成長

につながる新事業開拓に注力していきます。

（Linked Automation テクノロジー：高機能化と高度オートメーション化された技術領域）

なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメント区分および名称を変更しており、以下の前年同期比較につ

きましては、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。詳細は、「第４ 経

理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」の「２．報告セグメントの変更等に関する事項」

をご参照ください。

セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。

［チェーン］

チェーンにつきましては、日本、米州、欧州、環インド洋、中国、韓国・台湾において販売が増加したことなど

から、前年同期比で増収となりました。

以上により、チェーンの受注高は39,951百万円（前年同期比40.4％増）、売上高は34,428百万円（同22.1％増）、

営業利益は5,142百万円（同68.8％増）となりました。

［モーションコントロール］

モーションコントロール（旧精機）につきましては、日本、米州、欧州、中国、韓国・台湾において販売が増加

したことから、前年同期比で増収となりました。

以上により、モーションコントロールの受注高は11,414百万円（前年同期比39.8％増）、売上高は9,321百万円

（同9.1％増）、営業利益は426百万円（同29.5％増）となりました。
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［モビリティ］

モビリティ（旧自動車部品）につきましては、日本、米州、欧州、タイ、中国、韓国の各拠点において自動車エ

ンジン用タイミングチェーンシステムの販売が増加したことなどから、前年同期比で増収となりました。

以上により、モビリティの受注高は32,518百万円（前年同期比32.0％増）、売上高は32,419百万円（同31.5％

増）、営業利益は3,648百万円（前年同期は55百万円の営業損失）となりました。

［マテハン］

マテハンにつきましては、日本国内において物流業界向けシステムやライフサイエンス分野向けシステムの売上

が増加しましたが、日本国内や米州における自動車業界向けシステムの売上が減少したことなどから、前年同期比

で減収となりました。

以上により、マテハンの受注高は28,039百万円（前年同期比22.3％増）、売上高は25,306百万円（同0.9％減）と

なりました。損益につきましては、米州における自動車業界向けシステムで追加工事費用が発生したことなどによ

り221百万円の営業損失(前年同期は286百万円の営業利益）となりました。

［その他］

その他の受注高は1,258百万円（前年同期比17.1％減）、売上高は1,042百万円（同31.9％減）、損益につきまし

ては、222百万円の営業損失（前年同期は171百万円の営業損失）となりました。

　

(2) 財政状態の状況

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して10,835百万円増加し、318,168百万

円となりました。

流動資産は、受取手形、売掛金及び契約資産が1,602百万円減少した一方で、現金及び預金が5,002百万円増加し

たこと、商品及び製品の増加などにより棚卸資産が5,801百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末と比較

して9,340百万円増加し、154,526百万円となりました。

固定資産は、償却などにより有形固定資産が296百万円、無形固定資産が443百万円減少した一方で、保有株式の

時価上昇などにより投資有価証券が2,299百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末と比較して1,494百万

円増加し、163,641百万円となりました。

　

（負債）

負債は、未払費用や未払消費税等の減少によりその他の流動負債が1,145百万円減少した一方で、繰延税金負債の

増加などによりその他の固定負債が760百万円増加したこと、未払法人税等が746百万円増加したこと、営業外電子

記録債務が737百万円増加したこと、電子記録債務が682百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末と比較

して1,717百万円増加し、121,555百万円となりました。

　

（純資産）

純資産は、利益剰余金が4,954百万円増加したこと、為替の変動により為替換算調整勘定が2,471百万円増加した

こと、保有株式の時価上昇によりその他有価証券評価差額金が1,425百万円増加したことなどから、前連結会計年度

末と比較して9,118百万円増加の196,613百万円となり、自己資本比率は61.2%となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較

して5,267百万円増加し、51,352百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は10,632百万円（前年同期は10,090百万円の増加）となりました。これは、棚卸資産

が5,108百万円増加した一方で、税金等調整前四半期純利益を9,104百万円計上したこと、減価償却費を6,268百万円

計上したことなどによるものであります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は3,487百万円（前年同期は4,202百万円の減少）となりました。これは、定期預金の

払戻による466百万円の収入があった一方で、固定資産の取得のために3,707百万円支出したことなどによるもので

あります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の減少は2,528百万円（前年同期は377百万円の増加）となりました。これは、配当金の支払

いのため1,722百万円支出したこと、借入金返済のため554百万円支出したことなどによるものであります。

(4) 会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

(5) 優先的に対処すべき事業上および財務上の課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上および財務上の課題について重

要な変更はありません。

(6) 研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、2,469百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(7) 生産、受注及び販売の実績

当第２四半期連結累計期間において、生産高が94,137百万円（前年同期比24.1％増）、受注高が113,182百万円

（同32.0%増）、販売高が102,518百万円（同15.9%増）となり、著しく増加しております。

これは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、自動車産業をはじめとした当社の主要顧客の生産および

設備投資需要が減少した前年同期と比較して、受注等が回復傾向にあるためであります。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 59,800,000

計 59,800,000

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2021年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2021年11月５日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 38,281,393 38,281,393
東京証券取引所

(市場第一部)

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式

単元株式数 100株

計 38,281,393 38,281,393 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　 該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2021年７月１日～

2021年９月30日
― 38,281 ― 17,076 ― 12,671
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(5) 【大株主の状況】

2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11－３ 4,330 11.69%

太陽生命保険株式会社 東京都中央区日本橋二丁目７－１ 3,559 9.61%

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６－６ 1,970 5.32%

椿本チエイン持株共栄会 大阪市北区中之島三丁目３－３ 1,522 4.11%

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１－２ 1,406 3.80%

椿本興業株式会社 大阪市北区梅田三丁目３－20 1,158 3.13%

株式会社日本カストディ銀行（信
託口）

東京都中央区晴海一丁目８－12 1,149 3.10%

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４－１ 849 2.29%

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７－１ 712 1.92%

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目２－１ 667 1.80%

計 ― 17,327 46.80%

(注)１ 上記のほか、当社保有の自己株式1,262千株があります。

　 ２ 上記の所有株式数のうちには、信託業務に係る株式数が次のとおり含まれております。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 4,330千株

株式会社日本カストディ銀行 1,149千株

３ 2018年４月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、株式会社三菱ＵＦ

Ｊ銀行他３社が2018年４月９日現在で10,008千株を保有している旨が記載されているものの、当社として2021

年９月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に

基づいて記載しております。

　なお、株式会社三菱ＵＦＪ銀行他３社（連名）の大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであ

ります。

大量保有者 株式会社三菱ＵＦＪ銀行他３社（連名）
住所 東京都千代田区丸の内二丁目７－１

所有株式数 10,008千株

発行済株式総数に対する所有株式数の割合 5.23％

４ 2018年８月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、日本生命保険相互

会社他１社が2018年７月31日現在で11,053千株を保有している旨が記載されているものの、当社として2021年

９月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基

づいて記載しております。

　なお、日本生命保険相互会社他１社（連名）の大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであり

ます。

大量保有者 日本生命保険相互会社他１社（連名）
住所 大阪市中央区今橋三丁目５－12

所有株式数 11,053千株

発行済株式総数に対する所有株式数の割合 5.77％

５ 2019年11月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、三井住友信託銀行

株式会社他２社が2019年10月31日現在で1,915千株を保有している旨が記載されているものの、当社として2021

年９月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に

基づいて記載しております。

　なお、三井住友信託銀行株式会社他２社（連名）の大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりで

あります。

大量保有者 三井住友信託銀行株式会社他２社（連名）

住所 東京都千代田区丸の内一丁目４－１

所有株式数 1,915千株

発行済株式総数に対する所有株式数の割合 5.00％

　



― 9 ―

６ 2020年９月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、野村アセットマネ

ジメント株式会社他１社が2020年９月15日現在で2,041千株を保有している旨が記載されているものの、当社と

して2021年９月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記

載内容に基づいて記載しております。

　なお、野村アセットマネジメント株式会社他１社（連名）の大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下の

とおりであります。

大量保有者 野村アセットマネジメント株式会社他１社（連名）

住所 東京都江東区豊洲二丁目２－１

所有株式数 2,041千株

発行済株式総数に対する所有株式数の割合 5.33％

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 1,262,500 ― ―

完全議決権株式（その他）
普通株式

369,179 ―
36,917,900

単元未満株式 普通株式 100,993 ― １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 38,281,393 ― ―

総株主の議決権 ― 369,179 ―

② 【自己株式等】

2021年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社椿本チエイン
大阪市北区中之島
三丁目３－３

1,262,500 ― 1,262,500 3.30

計 ― 1,262,500 ― 1,262,500 3.30

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2021年７月１日から2021年

９月30日まで)および第２四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表に

ついて、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 41,869 46,871

受取手形及び売掛金 43,816 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 42,213

電子記録債権 11,561 12,154

有価証券 6,189 6,224

商品及び製品 17,469 19,858

仕掛品 11,674 13,094

原材料及び貯蔵品 9,245 11,237

その他 4,226 3,852

貸倒引当金 △865 △981

流動資産合計 145,185 154,526

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 31,828 31,560

機械装置及び運搬具（純額） 38,089 36,970

工具、器具及び備品（純額） 3,936 3,755

土地 37,543 37,593

建設仮勘定 3,660 4,884

有形固定資産合計 115,059 114,762

無形固定資産

のれん 2,533 2,422

その他 8,162 7,829

無形固定資産合計 10,695 10,251

投資その他の資産

投資有価証券 28,522 30,822

その他 7,982 7,912

貸倒引当金 △113 △107

投資その他の資産合計 36,391 38,627

固定資産合計 162,147 163,641

資産合計 307,332 318,168
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,882 17,215

電子記録債務 8,791 9,474

短期借入金 11,318 11,323

1年内返済予定の長期借入金 634 4,537

未払法人税等 1,178 1,924

賞与引当金 3,794 3,750

工事損失引当金 293 70

受注損失引当金 38 0

株主優待引当金 32 9

営業外電子記録債務 998 1,735

その他 17,727 16,581

流動負債合計 61,690 66,623

固定負債

社債 15,000 15,000

長期借入金 14,214 9,984

役員退職慰労引当金 124 130

退職給付に係る負債 13,863 14,107

資産除去債務 457 461

その他 14,487 15,247

固定負債合計 58,147 54,931

負債合計 119,838 121,555

純資産の部

株主資本

資本金 17,076 17,076

資本剰余金 13,565 13,569

利益剰余金 154,856 159,810

自己株式 △4,231 △4,218

株主資本合計 181,266 186,238

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 12,836 14,262

繰延ヘッジ損益 △76 △12

土地再評価差額金 △10,614 △10,614

為替換算調整勘定 2,828 5,300

退職給付に係る調整累計額 △449 △399

その他の包括利益累計額合計 4,524 8,536

非支配株主持分 1,703 1,839

純資産合計 187,494 196,613

負債純資産合計 307,332 318,168
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 88,472 102,518

売上原価 66,452 72,756

売上総利益 22,019 29,762

販売費及び一般管理費 ※1 18,977 ※1 21,577

営業利益 3,042 8,185

営業外収益

受取利息 54 66

受取配当金 468 587

その他 984 883

営業外収益合計 1,507 1,537

営業外費用

支払利息 175 131

固定資産除売却損 31 196

その他 359 238

営業外費用合計 567 566

経常利益 3,982 9,156

特別利益

関係会社清算益 － 4

投資有価証券売却益 － 12

固定資産売却益 325 －

特別利益合計 325 17

特別損失

関係会社出資金評価損 － 68

特別損失合計 － 68

税金等調整前四半期純利益 4,308 9,104

法人税、住民税及び事業税 1,410 2,558

法人税等調整額 △215 △127

法人税等合計 1,195 2,431

四半期純利益 3,112 6,673

非支配株主に帰属する四半期純利益 22 48

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,090 6,624
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 3,112 6,673

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,341 1,425

繰延ヘッジ損益 △29 64

為替換算調整勘定 △2,151 2,587

退職給付に係る調整額 55 49

持分法適用会社に対する持分相当額 △9 28

その他の包括利益合計 △792 4,155

四半期包括利益 2,320 10,828

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,356 10,636

非支配株主に係る四半期包括利益 △36 192
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 4,308 9,104

減価償却費 6,211 6,268

のれん償却額 146 136

固定資産除売却損益（△は益） △343 178

投資有価証券評価損益（△は益） 2 1

関係会社出資金評価損 4 68

雇用調整助成金 △327 △16

貸倒引当金の増減額（△は減少） △59 89

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 355 293

売上債権の増減額（△は増加） 6,956 1,756

棚卸資産の増減額（△は増加） △646 △5,108

仕入債務の増減額（△は減少） △5,155 563

その他 36 △1,723

小計 11,487 11,611

利息及び配当金の受取額 488 713

利息の支払額 △176 △139

雇用調整助成金の受取額 327 16

法人税等の支払額 △2,037 △1,569

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,090 10,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △108

定期預金の払戻による収入 623 466

投資有価証券の取得による支出 △7 △7

関係会社株式の取得による支出 － △238

関係会社出資金の払込による支出 △10 －

関係会社の清算による収入 － 54

短期貸付金の純増減額（△は増加） 1 0

長期貸付けによる支出 △9 △11

長期貸付金の回収による収入 10 10

固定資産の取得による支出 △5,383 △3,707

固定資産の売却による収入 572 53

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,202 △3,487
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(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,158 △162

長期借入れによる収入 5,477 －

長期借入金の返済による支出 △3,728 △392

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △235 △244

割賦債務の返済による支出 △3 △3

配当金の支払額 △2,220 △1,665

非支配株主への配当金の支払額 △69 △56

自己株式の取得による支出 △0 △3

自己株式の売却による収入 0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 377 △2,528

現金及び現金同等物に係る換算差額 △429 651

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,835 5,267

現金及び現金同等物の期首残高 31,378 46,084

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 37,213 ※1 51,352
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

第１四半期連結会計期間において、Central Industrial, LLCを設立したため、連結の範囲に含めております。

(会計方針の変更)

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、従来は「販売費及び一般管理費」に計上しておりました販売代理店等へ支払う報奨金および「営

業外費用」に計上しておりました売上割引について、「売上高」から減額する方法に変更しております。また、

買戻し義務を負っている有償支給取引について、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高を「原材料及び貯蔵

品」および流動負債の「その他」として認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、利益剰

余金の当期首残高に与える影響はありません。

この結果、当第２四半期連結累計期間の「売上高」は75百万円減少し、「売上総利益」は75百万円減少し、

「販売費及び一般管理費」は68百万円減少し、「営業利益」は６百万円減少し、「営業外費用」は６百万円減少

しております。また、当第２四半期連結会計期間末において、「原材料及び貯蔵品」は96百万円増加し、流動負

債の「その他」は96百万円増加しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示す

ることとしました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度につい

て新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計

基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧

客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与え

る影響はありません。

(追加情報)

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計

上の見積りについて重要な変更はありません。
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(四半期連結貸借対照表関係)

１ 保証債務

関係会社の借入金および従業員の住宅借入金に対する債務の保証額は、次のとおりであります。

(1)関係会社

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

　天津東椿大気塗装輸送系統設備
　有限公司

17百万円 322百万円

(2)従業員

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

12百万円 10百万円

　

　２ 受取手形割引高

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

4百万円 －百万円

　

　３ 電子記録債権割引高および電子記録債権譲渡高

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

電子記録債権割引高 4百万円 6百万円

電子記録債権譲渡高 102百万円 227百万円
　

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次のとおりであります。

前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

給料及び手当 7,106百万円 7,586百万円

賞与引当金繰入額 838百万円 1,184百万円

減価償却費 952百万円 938百万円

退職給付費用 299百万円 336百万円

貸倒引当金繰入額 △48百万円 105百万円

役員退職慰労引当金繰入額 8百万円 9百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。

前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

現金及び預金 34,202百万円 46,871百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△934百万円 △1,743百万円

有価証券に含まれる現金同等物 3,945百万円 6,224百万円

現金及び現金同等物 37,213百万円 51,352百万円

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 2,220 60.00 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金

　

２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年10月30日
取締役会

普通株式 1,110 30.00 2020年９月30日 2020年12月２日 利益剰余金

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月29日
定時株主総会

普通株式 1,665 45.00 2021年３月31日 2021年６月30日 利益剰余金

２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年10月29日
取締役会

普通株式 1,850 50.00 2021年９月30日 2021年12月２日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

　 報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
（注１)

合計
調整額
（注２)

四半期
連結損益
計算書
計上額チェーン

モーション

コント

ロール

モビリ
ティ

マテハン 計

売上高

　 外部顧客への売上高 28,206 8,541 24,658 25,534 86,941 1,530 88,472 － 88,472

　 セグメント間の内部
売上高又は振替高

799 176 － 255 1,231 349 1,581 △1,581 －

計 29,006 8,718 24,658 25,790 88,172 1,880 90,053 △1,581 88,472

セグメント利益又は損失(△)
(営業利益又は損失(△))

3,045 329 △55 286 3,606 △171 3,435 △392 3,042

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビルメンテナンス、保険代理

業、新規事業等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失の調整額△392百万円には、セグメント間取引消去25百万円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△418百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費等であります。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

　１．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
（注１)

合計
調整額
（注２)

四半期
連結損益
計算書
計上額チェーン

モーション

コント

ロール

モビリ
ティ

マテハン 計

売上高

　 外部顧客への売上高 34,428 9,321 32,419 25,306 101,476 1,042 102,518 － 102,518

　 セグメント間の内部
売上高又は振替高

919 217 0 28 1,166 296 1,462 △1,462 －

計 35,348 9,539 32,420 25,334 102,642 1,338 103,981 △1,462 102,518

セグメント利益又は損失(△)
(営業利益又は損失(△))

5,142 426 3,648 △221 8,996 △222 8,773 △588 8,185

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビルメンテナンス、保険代理

業、新規事業等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失の調整額△588百万円には、セグメント間取引消去24百万円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△612百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費等であります。
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２．報告セグメントの変更等に関する事項

当社は、2021年４月１日付の機構改革に伴い、報告セグメント区分および名称を変更いたしました。

成長力強化の一環として、制御技術を生かした複合型新商品の開発・販売を加速させビジネスを伸長させるた

め、従来「精機」としていた報告セグメントの名称を「モーションコントロール」に変更しております。

また、内燃機関搭載車向け中心のビジネスから、電気自動車（EV）や自動二輪車等への事業領域の拡大を図る

ため、従来「自動車部品」としていた報告セグメントの名称を「モビリティ」に変更しております。これに伴い、

従来「精機」に含んでおりました自動二輪車用スタータクラッチビジネスを「モビリティ」に移管しておりま

す。

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分および名称に基づき作成したものを開示

しております。

また、会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収

益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの売上高および利益又は損失の算定方法を同様に

変更しております。当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の「チェーン」の売上高

は48百万円、セグメント利益は２百万円減少し、「モーションコントロール」の売上高は24百万円、セグメント

利益は１百万円減少し、「モビリティ」の売上高は０百万円、セグメント利益は０百万円減少し、「マテハン」

の売上高は１百万円、セグメント利益は１百万円減少し、「その他」の売上高は０百万円、セグメント利益は０

百万円減少しております。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第２四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)

合計
チェーン

モーション
コント
ロール

モビリ
ティ

マテハン 計

地域別

日本 13,171 6,925 8,892 12,032 41,021 1,041 42,062

米州 11,345 309 7,202 8,373 27,231 ― 27,231

欧州 5,422 225 2,324 3,509 11,481 ― 11,481

環インド洋 2,268 449 5,020 478 8,217 1 8,218

中国 1,356 963 5,326 828 8,474 ― 8,474

韓国・台湾 863 448 3,653 84 5,050 ― 5,050

顧客との契約から生じる収益 34,428 9,321 32,419 25,306 101,476 1,042 102,518

外部顧客への売上高 34,428 9,321 32,419 25,306 101,476 1,042 102,518

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビルメンテナンス、保険代理業、

新規事業等を含んでおります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 83円49銭 178円96銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 3,090 6,624

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(百万円)

3,090 6,624

普通株式の期中平均株式数(千株) 37,012 37,016

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

２ 【その他】

　2021年10月29日開催の取締役会において、第112期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）の中間配当を行

うことを決議しました。

中間配当金総額 1,850,942,250円

１株当たり中間配当額 50.0円

支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2021年12月２日

　

　



― 23 ―

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　



独立監査人の四半期レビュー報告書

2021年11月５日

株式会社椿本チエイン

取締役会 御中

EEEEEYYYYY新日本有限責任監査法新日本有限責任監査法新日本有限責任監査法新日本有限責任監査法新日本有限責任監査法人人人人人

大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 林 由 佳

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 須 藤 公 夫

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社椿本チ

エインの2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロ

ー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社椿本チエイン及び連結子会社の2021年９月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

　



四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施

される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。

　


